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研究成果の概要（和文）：川崎協同病院事件の控訴審判決は「自己決定権による解釈だけで，治療中止を適法と
することには限界があるというべきである」、としたが、本研究においては、自己決定権のアプローチからで
も、POLST、リビングウィルとヘルスケアのための持続的代理権の併用、そして「明白かつ説得力ある証拠」を
基準とした代行判断の運用によって、治療中止の問題を解決しうる視座を提供したものである。さらに、AHNの
中止に関連して、事前に指名された代理人と法律上の代理人の自己決定という観点からの質的相違について論じ
た。

研究成果の概要（英文）： On Kawasaki Kyodo Hospital Case, Tokyo-High Court ruled "The interpretation
 on self-determination itself doesn't serve the solution on justification of withdrawing or 
withholding of life-sustaining medical treatment." However, this study provides a perspective that 
focusing on self-determination is still important for treating this problem. Referring the legal 
system of United States, POLST, living-will and durable power of authority for Health-Care, and 
substituted judgement by the standard of clear and convincing, this study suggests the possibility 
of patient's self-determination for the solution of justification of withholding or withdrawing of 
life-sustaining medical treatment. 
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研究成果の学術的意義や社会的意義
 自殺関与や同意殺人を禁止している刑法202条の適法性を論じるために、患者の自己決定権を重視するアプロー
チをとったうえで、治療中止を正当化するアプローチを行った。これは近年、アドバンス・ケア・プランニング
の重要性が認識されていること、および各種ガイドラインにおける諸規定とも軌を一にするものであり、この点
で社会的意義を有すると考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
医師による治療中止の問題について、1998 年に発生した川崎協同病院事件に関して、2007 年

の控訴審判決（東京高裁）は、家族の意見等による患者の意思推定については、現実的な意思の
確認といってもフィクションにならざるを得ない面がある、ことなどを理由として「自己決定権
による解釈だけで、治療中止を適法とすることには限界があるというべきである」と述べた。一
方で臨床の場においては、ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の重要性が認識され始め、
この問題に関連する各種ガイドラインにおいても患者の自己決定の実現が念頭に置かれていた。 
他方で、刑法学説は、仮に患者の自己決定を貫徹できたとしても、刑法 202 条が同意殺人罪

や自殺関与罪を規定していることとの矛盾のない説明が求められてきたなかで、患者が回復不
能であるなどの条件をもとに、同条の適用がなされない場面がありうる、などの議論が展開され
てきた。 
 
 
２．研究の目的 
治療中止の刑法上の適法性について、通常は、殺人罪の構成要件に該当することを前提として

どのような条件のもとにこれを許容すべきかと議論されてきた。しかし本研究では、上記刑法
202 条と治療中止との関係性についての議論を契機として、治療中止の構成要件的評価を同意
殺人罪と理解することができないかとの問題意識に立つ。202 条の処罰根拠を、その時の死を
望む意思が、継続的であるという保証がないため、すべての利益を内包する生命については、こ
れを放棄する意思よりも、国の後見的保護が優先するという、いわばその者の将来への犯罪とい
う理解に立てば、その将来が回復不能等を理由に限定的である場合には、直接的にその適法性を
説明できると考えられる。ただし、治療中止において、患者の現在の意思を確認することは不可
能であるため、事前の意思を手がかりにする必要がある。そこで本研究では、まず、このような
事前の自己決定もまた、刑法上の「同意」すなわち、承諾もしくは嘱託と解釈する可能性を検討
するものである。 
次に、治療中止の客観的側面として、すべての生命維持措置が拒否可能なのか否かについての

問題を検討する。具体的には胃ろう等による人工的水分・栄養補給法（以下、AHN: Artificial 
Hydration and Nutrition とする）の中止に関するものである。わが国の刑法学説においても
AHN の中止は認められないとする見解が根強く存在し、事実アメリカにおいても、1986 年の
段階には 17 の州における治療中止に関連する法律が、AHN の中止を不可能なものとして取り
扱ってきた。このような中で、拒否が不可能な類の生命維持措置が存在しうるのか、という問題
もまた検討の対象に加える。 
さらに、患者の意思を代行する者として、アメリカやドイツでは、患者本人が事前に指名した

もののみならず、法律上の規定によって自動的に選任される者もまた、患者の治療中止について
広範な権利を持つ立法例がある。しかし、自己決定を重視する立場からは、患者に指名された代
理人と、法律上の規定によって選出されたにすぎない代理人には、患者の自己決定という観点か
らの質的な相違が感じられるため、両者をその権限および権限行使のための要件において差異
を設ける法制度について検討を行う。 
 
 
３．研究の方法 
アメリカとドイツを比較の対象として、その立法例、判例および学説をもとに、日本の 

立法についても利用可能な部分を抽出することを方法とする。とりわけ、アメリカは州に 
よって立法も判例も異なることから多くの資料翻訳が必要であることから入念な検討を行 
う。 
 
 
４．研究成果 
治療中止の適法性について、殺人罪ではなく、当該行為の構成要件的評価を同意殺人罪として、

解決する視座を提供するために、アメリカの各州における立法を検討した。その結果、POLST や
事前指示書（リビングウィルとヘルスケアのための持続的代理権の併用）、そして代行判断を行
うとしても明白かつ説得力ある証拠基準に基づくのであれば、自己決定の重要性を維持しつつ、
この治療中止の適法性を論じることができ、かつこれを同意殺人罪に該当するものとして議論
する可能性を導いた。同意殺人罪の処罰根拠との関係をもとに、わが国特有の問題と関連させて、
2019 年 8 月に開催された世界医事法学会において、”Current Legal Situation and Future 
Perspective on Withholding or Withdrawing Life-Sustaining Medical Treatment in Japan”
というタイトルでの口頭報告を行った。 
さらに治療中止の客観的側面として、拒否することが不可能な生命維持措置が存在するのか

否かという問題意識のもとで、AHN の中止に関するアメリカの議論を参照した。AHN については、



もともと医療の側からは、これを中止したとしても非人道的な状況に至ることは稀であるとの
指摘がなされており、AHN の中止は餓死ではなく急性脱水症状による死を帰結することが確認
されたうえで、医療機関において患者が急性脱水症状によって死亡する際には、鎮静剤や鎮痛剤
の利用と基本看護のもとで死亡するので、例えばハンガーストライキによる死亡のような凄惨
な状況とはまったく異なる、と指摘されてきた。このように、現在のアメリカにおいてはすべて
の州において AHN の拒否が認められているが、これに関連して、代理人が患者から選ばれた
agent か、あるいは法律上の規定による surrogate かで、その権限、および権限行使の要件に
差が設けられている州が存在することに着目した。このように、患者本人が選んだ代理人や、患
者本人の明確な意思がない限りは AHN の中止は認められないとする解決策は、治療中止に際し
ての「死への交渉過程」の重要性が認識されているわが国においても示唆に富むものと思われ、
以上の論点について、「終末期医療における人工的水分・栄養補給法（AHN）の特殊性について－
アメリカ合衆国の議論と立法を素材として－」と題して、山口厚他編『高橋則夫先生古希祝賀論
文集（下巻）』（成文堂、2022 年）に寄稿した。 
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